
7 広報 あきしま　令和４年３月１日号

　
４
年
度（
４
月
〜
来
年
３
月
）の
保

険
料
は
、
月
20
円
引
き
下
げ
ら
れ
、

月
額
１
万
６
５
９
０
円
で
す
。

　
保
険
料
は
、
金
融
機
関
、
郵
便
局
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納

付
で
き
ま
す
。
市
役
所
、
東
部
出
張

所
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
納
付
書
は
、
４
月
上
旬
に
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

　　
３
年
度
分
の
保
険
料
の
納
め
忘
れ

が
な
い
か
、
も
う
一
度
納
付
書
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。
保
険
料
を
納
め

忘
れ
た
ま
ま
納
付
期
限
か
ら
２
年
を

過
ぎ
る
と
時
効
と
な
り
、
納
付
で
き

な
く
な
り
ま
す
。

　
納
付
期
間
が
不
足
す
る
と
、将
来
、

受
け
取
る
年
金
額
が
減
少
し
た
り
、

受
け
取
れ
な
く
な
っ
た
り
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
障
害
の
あ
る

状
態
に
な
っ
た
と
き
に
受
け
取
れ
る

障
害
基
礎
年
金
や
、
亡
く
な
っ
た
と

き
に
遺
族
が
受
け
取
れ
る
遺
族
基
礎

年
金
も
受
け
取
れ
な
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
立
川
年
金
事
務
所
☎

042-
523-

０
３
５
２
へ
。

　
経
済
的
な
理
由
で
納
付
が
困
難
な

方
に
は
、保
険
料
の
納
付（
全
部
ま
た

は
一
部
）が
免
除
さ
れ
る
制
度
や
猶

予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す（
配
偶

者
、
世
帯
主
所
得
な
ど
要
件
あ
り
）。

◇ 

申
請　
年
金
手
帳
、
雇
用
保
険
被

保
険
者
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証（
お
持
ち
の
方
）を

持
っ
て
、
市
役
所
年
金
係
ま
た
は

東
部
出
張
所
で

☆
詳
し
く
は
、
市
役
所
年
金
係
へ
。

　
学
生
の
方
も
20
歳
に
な
っ
た
ら
国

民
年
金
の
加
入
者
と
な
り
、
保
険
料

を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
収
入
が
少
な
く
納
付
が

困
難
な
方
に
は
、
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す

（
要
件
あ
り
）。

◇ 

申
請　

学
生
証
、
年
金
手
帳
を

持
っ
て
、
市
役
所
年
金
係
ま
た
は

東
部
出
張
所
で

※ 

４
年
度
分（
４
月
〜
来
年
３
月
）の

申
請
は
、
４
月
１
日
か
ら
受
け
付

け
ま
す
。

※ 

現
在
承
認
を
受
け
て
い
る
方
が
引

き
続
き
４
年
度
分
の
納
付
特
例
を

希
望
す
る
場
合
も
、
４
月
以
降
に

申
請
が
必
要
で
す
。
日
本
年
金
機

構
か
ら
申
請
の
た
め
の
は
が
き
が

送
付
さ
れ
た
方
は
、
記
入
し
投
函か

ん

す
る
と
申
請
が
完
了
し
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
市
役
所
年
金
係
へ
。

　

保
険
料
の
免
除（
全
部
ま
た
は
一

部
）や
猶
予
、学
生
納
付
特
例
制
度
の

承
認
を
受
け
た
方
は
、
保
険
料
を
全

手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
を
し

な
い
と
、
将
来
、
不
利
益
が
生
じ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◇ 

申
請　
退
職
日
の
分
か
る
証
明
書

（
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
な

ど
）、
年
金
手
帳
を
持
っ
て
、
市
役

所
年
金
係
ま
た
は
東
部
出
張
所
で

※ 

退
職
後
、
厚
生
年
金
に
加
入
し
て

い
る
配
偶
者（
第
２
号
被
保
険
者
）

に
扶
養
さ
れ
る
方
は
、
配
偶
者
の

勤
務
先
で
第
３
号
被
保
険
者
へ
の

変
更
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
市
役
所
年
金
係
へ
。

み
ん
な
で
築
く
国
民
年
金

＊
第
１
号
被
保
険
者
＝
自
営

業
、
学
生
、
ア
ル
バ
イ
ト
、

無
職
の
方
な
ど

＊
第
２
号
被
保
険
者
＝
厚
生
年

金
に
加
入
し
て
い
る
会
社
員

や
公
務
員
な
ど

＊
第
３
号
被
保
険
者
＝
第
２
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者

免
除・猶
予
期
間
の
保
険
料
を
追
納

す
る
と
受
給
額
が
減
り
ま
せ
ん

学
生
で
納
付
が
困
難
な
方
は

学
生
納
付
特
例
制
度
の
申
請
を

額
納
め
た
方
と
比
べ
て
、
将
来
受
け

取
れ
る
老
齢
基
礎
年
金
額
が
少
な
く

な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
・
猶
予
期
間
か
ら

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
後
か
ら
保
険

料
を
納
付（
追
納
）す
る
こ
と
で
、
通

常
の
額
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
こ
の
場
合
、
免
除
な
ど
の
承
認
を

受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
２
年
度
以
内
で
あ
れ
ば
、
当
時
の

保
険
料
額
の
ま
ま
納
付
で
き
ま
す
。

３
年
度
目
か
ら
は
、
経
過
期
間
に
応

じ
た
加
算
額
が
当
時
の
保
険
料
に
上

乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
追
納
を
希
望

す
る
方
は
、
早
め
に
立
川
年
金
事
務

所
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
立
川
年
金
事
務
所
☎

042-

523-

０
３
５
２
へ
。

　　
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
会
社

員
や
公
務
員
な
ど
が
、
20
歳
以
上
60

歳
未
満
で
退
職
し
た
と
き
は
、
第
２

号
被
保
険
者
か
ら
第
１
号
被
保
険
者

へ
の
変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
退
職
し
た
方
に
扶
養
さ
れ

て
い
た
配
偶
者
は
、
第
３
号
被
保
険

者
か
ら
第
１
号
被
保
険
者
へ
の
変
更

60
歳
未
満
で
退
職
し
た
方
は
手

続
き
を

保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ

ん
か

経
済
的
な
理
由
で
納
付
が
困
難
な

方
は
免
除
・
猶
予
の
申
請
を

令
和
４
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

用
語
説
明

忘
れ
ず
に
手
続
き

し
ま
し
ょ
う
！


